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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　速度Ｖ１にて駆動される少なくとも１つの第一の被駆動ローラ（２）と、Ｖ１よりも速
い速度Ｖ２にて駆動される少なくとも１つの第二の被駆動ローラ（３）とを備え、該第一
及び第二のローラ（２）／（３）は、２つのローラ（２）／（３）の間に引き抜き空隙（
４）が形成されるような仕方にて第二のローラ（３）が第一のローラ（２）の後ろに配置
され、引き抜き空隙（４）内にて長手方向、即ち、第一のローラ（２）から第二のローラ
（２）へ向かう方向に引き抜かれる間、フィルムウェブ（１）の幅が顕著に変化しないよ
うな仕方にて、フィルムウェブ（１）の２つの端縁領域を機械的に把持する幅維持装置が
２つのローラ（２）／（３）の間に配置される、熱可塑性の合成材料にて出来たフィルム
ウェブ（１）を引き抜く装置において、
　幅維持装置は、２対のキャリジ（５ａ）、（５ｂ）すなわち、合計４つのキャリジから
成っており、
　１対のキャリジ（５ａ）、（５ｂ）はフィルム（１）の端縁の各々に配置され、
　４つのキャリジの各々は、１列に順次に配置された複数のロール（６ａ）、（６ｂ）を
有し、
　２つのキャリジ（５ａ）は、フィルムの各端縁にてフィルムウェブ（１）の上方に配置
され、他の２つのキャリジ（５ｂ）は、下方に対向する位置に配置され、
フィルムの端縁の上方及び下方にそれぞれ配置されたキャリジ（５ａ）、（５ｂ）は、ロ
ール（６ａ）、（６ｂ）の軸心がフィルムウェブ（１）面に平行で且つロール（６ａ）、
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（６ｂ）の外周方向がフィルムの移動方向（９）に向けて整合され、且つ両側の各対のロ
ール（６ａ）、（６ｂ）が夫々フィルムウェブ（１）を端縁領域（１０）内にてその間に
て把持するよう互いに対して配置されることを特徴とする、フィルムウェブ（１）を引き
抜く装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　ロールの列の長さは、引き抜き空隙（４）の長さとほぼ等しく、キャリジ（５）のロー
ル（６）は、引き抜き空隙の長さに亙って配置されることを特徴とする、装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置において、
　ロール（６）は、キャリジ（５）に回転可能に取付けられることを特徴とする、装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置によってフィルムウェブ（１）を長手方向に引き抜く方法におい
て、
　フィルムは最初に、遅い速度で回転するローラ（２）上に供給され、次に、引き抜き空
隙（４）を通って進み、その後、速い速度で回転するローラ（３）の上に供給されること
を特徴とし、
　また、引き抜き空隙（４）内にて引き抜かれる間、フィルムの両端縁が２対のキャリジ
のロール（６）の間にて支持されることを特徴とする、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、
　二軸延伸フィルムは、長手方向に引き抜かれることを特徴とする、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
二軸延伸フィルムは、請求項１ないし３の何れか１つの項に記載の装置によって１ないし
５の引き抜き係数にて長手方向に引き抜かれる、方法；
ただし、前記引き抜き係数は、前記ローラ（３）及び（２）の各回転速度ｖ２及びｖ１の
比である。
【請求項７】
　請求項４ないし６の何れか１つの項に記載の方法において、
　フィルムは、２２ないし１００μｍの厚さを有する二軸延伸ポリプロピレンフィルムで
あることを特徴とする、方法。
【請求項８】
　請求項４に記載の方法において、
　フィルムは、長手方向に引き抜かれることを特徴とする、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルムウェブを長手方向に引き抜く方法及び装置に関する。この方法は、
二軸配向フィルムを引き抜くために、また、成形フィルム又はプレフィルムを引き抜くた
めに使用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　二軸配向フィルムは現在の技術にて既知であり且つ、多くの異なる適用分野にて使用さ
れている。特に、高温度にて１つ又は他の方向に向けて多少、強力に収縮する、二軸配向
ポリプロピレンフィルムもまた、最近の数年間にて開発されている。収縮特性は、個々の
層の組成に依存し且つ、フィルムを製造する間の条件に依存する。特に、引き抜く間の温
度、引き抜き係数及びその後の固定が決定的である。これらの条件を変更することにより
、二軸配向フィルムの収縮特性を、広範囲に亙って変更することができる。
【０００３】
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　幾つかの適用例の場合、フィルムは、一方向にのみ大きい収縮率を示すと同時に、他の
方向への収縮率は可能な限り小さいことが特に望ましい。かかる適用例は、例えば、汎用
ラベル用のシュリンクラッピングフィルムである。例えば、汎用ラベルの場合、最初に平
坦なフィルムがラベルを付すべき容器上を引っ張られるホース又はホース部分に形成され
る。その後、このホースは、高温度にて収縮させる。１つの代替的な方法に従い、フィル
ムの加工は、ロールから直接、行われる。このロールは、最初に、容器又は成形した本体
の回りに巻かれ且つ、互いに接合する。その後の収縮工程の間、フィルムは、いわゆるロ
ールオン・シュリンク・オンプロセス（「ＲＯＳＯ」）にて緊密に巻き付く。
【０００４】
　勿論、前者の方法の場合、横断方向に大きい収縮率を有するフィルムが必要とされる一
方、ＲＯＳＯ法は、長手方向への大きい収縮を必要とする。この汎用ラベルに対するレタ
リング及び装飾部分が変形しないようにするため、それぞれの反対方向への収縮率は可能
な限り零に等しくなければならない。
【０００５】
　かかるフィルムをポリプロピレンから製造することにより、実際上、著しい困難性が生
ずる。通常の製造法（平坦フィルム法）によれば、フィルムは、最初に押出し成形し、冷
却し、その後、二軸引抜きが行われる。異なる速度にて回転するローラにより長手方向に
引き抜くことが一般に最初に行われる。その後、横断方向への配向がフレーム内にて行わ
れる。この二軸引抜きは、機械的強度、剛性、透明度、均質の厚さプロフィール等のよう
な重要な適用上の特徴を保証する。原理上、この方法により長手方向収縮が大きく、横断
方向への収縮が小さいフィルムを製造することが可能である。しかし、引き抜き且つ固定
する間、通常の製造装置、特に、フレームの幾何学的形態によって容易に実現することは
できない極端な条件を維持しなければならない。通常、装置の改造が必要とされる。その
結果、製造の切り換えは時間を消費し、最終的に、製品は不経済となり、又は品質は満足
し得ないものとなり、特に、長手方向への収縮は過度に小さく、また、横断方向への寸法
上の安定性は満足し得ないものとなる。
【０００６】
　現在の技術において、二軸配向フィルムの長手方向への収縮は、二軸引抜き後、更なる
長手方向引き抜き（追加的な長手方向引き抜き）を実行することにより増大させることが
できることが知られている。しかし、本発明に関する研究の範囲内にて、この措置によっ
て同時にフィルムの横断方向への収縮が零に等しいままであることを保証することはでき
ないことが分かった。追加的な長手方向引き抜きの結果、横断方向へのフィルムの性質も
著しく影響を受けることも分かった。第一に、フィルムの幅は、長手方向に引き抜く間、
著しく減少し、横断方向への好ましくない収縮が生ずる、すなわち追加的に長手方向に引
き抜いたフィルムは、高温度にて膨張する。長手方向への引き抜きの結果として幅が減少
することは周知であり、フィルム技術の分野にてネッキングと称される。しかし、その後
に、通常、行われる横断方向引き抜きの結果、このネッキングの好ましくない効果は補償
される。しかし、追加的な長手方向引き抜く結果生じる「好ましくない」横断方向収縮（
横断方向膨張）は、過剰な横断方向収縮として許容し得ない。その理由は、その結果、汎
用ラベルの収縮付与する間、印刷した像に最終的に同様の歪みが生ずるからである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このため、本発明の目的は、高温度にて大きい長手方向収縮率を呈し、また、この温度
の作用の下、横断方向にその寸法を変化させない配向ポリプロピレレンフィルムを製造す
ることが可能な方法を提供することから成っている。この方法は、簡単で経済的に効率良
く、しかも色々なフィルム材料、特に、二軸引抜きポリプロピレンフィルム対して使用す
ることに適したものであることが必要とされる。更に、この方法は、その他の開始材料に
対しても自由度の高い仕方にて適していなければならない。そのため、更に、成形したフ
ィルム又はプレフィルムを長手方向に引き抜く方法を示すことが目的である。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、引き抜き装置の遅い速度で作動する部分にて引き抜く前、そのフィルムが
引き抜きに適した温度まで加熱され且つ、引き抜き領域に進む熱可塑性ポリマーの少なく
とも単一プライフィルム（１）を長手方向に引き抜く方法であって、被駆動ローラ（２）
を保持する引き抜き装置の遅い速度で作動する部分、及び被駆動ローラ（３）及び対のロ
ーラ（２）／（３）を保持する引き抜き装置の速い速度で作動する部分は、これら２つの
ローラ（２）／（３）の間に引き抜き空隙（４）が形成され、また、フィルム（１）は引
き抜き空隙（４）内に進むような要領にて配置される、方法において、周縁領域（１０）
内のローラ（２）／（３）の間の引き抜き空隙（４）の領域内にて引き抜く間、フィルム
（１）は、固定装置により機械的に把持され且つ、フィルムが引き抜き空隙（４）に入る
ときに呈するフィルムの幅は、引き抜く間、顕著に変化しないような要領にてフィルムは
固定されることを特徴とする方法によって実現される。
【０００９】
　図１には、幅を維持する装置が概略断面図にて示されている。フィルム（１）は、遅い
速度で作動するローラ（２）と速い速度で作動するローラ（３）（引き抜きローラ）との
間にて引き抜かれる。ローラ（２）へのフィルムのアクセス点（１７´）と、ローラ（３
）からの出口点（１７´´）との間の領域は、引き抜き空隙（４）を形成する。引き抜き
空隙（４）内にて、２つのキャリッジ（５ａ）及び（５ｂ）は、フィルム（１）の上方及
び下方に配置されている。キャリッジ（５）は、ポンチ又は圧力シリンダ（７ａ）、（７
ｂ）と、固定ロール（６ａ）、（６ｂ）とを備えている。圧力シリンダ（７）により、キ
ャリッジ（５）は、フィルムの表面の方向に向けて押される。この要領にて、フィルム（
１）は、固定ロール（６ａ）、（６ｂ）の間にて締め止めされ且つ固定される。構造に依
存して、ロール（６）は、１つ又は幾つかの接触点（８）にてフィルム表面と接触する。
【００１０】
　図２には、フィルム（１）の２つの周縁領域（１０）内に固定装置がある、フィルムウ
ェブ（１）の頂面図が示されている。参照番号（９）は、フィルムウェブ（１）の前進方
向である。フィルム（１）の上方に配置されたキャリッジ（５ａ）のロール（６ａ）がそ
れぞれ図示されている。ロール（６ａ）はフィルム（１）の周縁領域（１０）内に配置さ
れた状態にて示されている。勿論、このことは、下方となるため図示されていないロール
（６ｂ）にも当て嵌まる。
【００１１】
　図３は、固定ロールが２列に配置された、フィルムウェブ（１）の概略頂面図である。
理解し得るように、ロールは、側部（１９ａ）、（１９ｂ）が並べて位置する２列に配置
されており、各列の固定ロール（９）の位置は互いに向き合う状態に変位されている。
【００１２】
　図４には、固定ロールの直径が減少したならば、接触点（８）間の距離（１１）が短く
なる様子が概略図的に示されている。固定ロール（６）は、接触点（８）；（８´）；（
８´´）にてフィルム（１）と接触している。ロール（６）の直径の結果、接触点（８）
の間に空間的距離（１１）が生ずる。ロール（６）の直径ｄがロール（６）の所定の直径
ｄから開始して減少するならば（図４ａと比較）、この距離は、（１１ａ）から（１１ｂ
）へと減少する（図４ｂと比較）。
【００１３】
　図５には、固定ロール（６）の直径の許容公差の場合の結果が示されている。概略図に
は、ロール（６）が全て正確に同一の寸法でないならば、ロール（６）をキャリッジ（５
）に堅固に固定する方法の場合、全てのロール（６）がフィルム（１）と接触するとは限
らない様子が示されている。
【００１４】
　図６／６ａには、非堅固にすなわち可撓状に支持されたロール（６）を有する１つの好
ましい実施の形態が示されており、この結果、図５に示した問題点が解決される。不均一
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な直径を有するロール（６）が反発し又は摺動する仕方にてキャリッジ（５）に装着され
る様子が示されている。より大きい直径を有するロールは、ばね（１３）を圧縮する。こ
の実施の形態において、全てのロール（６）は、フィルム（１）と接触しており、このた
め、各固定ロール（６）に対し、設計に起因する１つ又は幾つかの接触点が存在する。
【００１５】
　図７には、キャリッジ（５）と、可撓状に支持されたロール（６）と、引き抜きローラ
（２）、（３）とを備える１つの配置が示されている。第一の固定ロール（６´ａ）、（
６´ｂ）の接触点（８´）とアクセス点（１７´）との間に自由なままである領域（１４
´）が形成され、この領域内にてフィルム（１）は固定されないことが示されている。最
後の固定ロール（６´´ａ）、（６´´ｂ）と出口点（１７´´）との間の領域にも同一
のことが当て嵌まる。
【００１６】
　図７ａには、図７に従って自由なままである領域（１４´）又は（１４´´）内に追加
的な摺動バー（１５）が配置された、図７と同様の１つの配置が示されている。この摺動
バー（１５）は、フィルム（１）が領域（１４）内にてこの摺動バー（１５）の上を進む
ような要領にて形成される。この目的のため、摺動バー（１５）は、引き抜きローラ（２
）／（３）に向けて及び第一の又は最後の固定ロールに向けてテーパーが付けられた端部
を有している。自由なままである領域（１４）は、図（７）と比較して著しく短い。
【００１７】
　図８には、図７ａと同様の１つの配置が示される。この場合、追加的な固定ロール（１
８）がフィルムウェブ（１）の上方にて摺動バー（１５）上方でキャリッジ（５ａ）上に
配置され、該ロールは、フィルム（１）を摺動バー（１５）に対して押し付け、これによ
り該フィルムがアクセス点又は出口点（１７）から去った後、該フィルムを直接固定する
。摺動バーは選択的な特徴であり、フィルムウェブの性質に依存して廃止してもよい。
【００１８】
　図９ａ及び図９ｂには、所定輪郭形状の面を有する固定ロールが頂面図及び断面図にて
示されている。図示した実施の形態において、固定ロールは、それぞれ４つのＯリング（
１９）により覆われており、その結果、隆起領域（２０）及び凹部（２１）をも備える輪
郭形状部が形成される。図面には、所定輪郭形状のロールが隆起領域及び凹部が互いに係
合するような要領にて（２２）フィルムの上方及び下方に配置される様子が示されている
。図１０には、ロールの変位した位置決めと関係した所定輪郭形状の結果として、フィル
ムウェブが起伏のある形態にて所定輪郭形状部を取り囲む様子が示されている。
【００１９】
　本発明に従った装置は、基本的に、以下に、キャリッジ（５）と称する、２つの部分か
ら成っており、これら２つの部分は、フィルム（１）に対向して、すなわちフィルム（１
）の上方及び下方にて２つの周縁領域（１０）内に配置されている。キャリッジ（５ａ）
、（５ｂ）の各々は、１列（図１）又は２列（図３）にて順次に配置された多数のロール
（６ａ）、（６ｂ）を呈する。列の長さは、引き抜き空隙（４）の長さにほぼ相応する。
列内又は２列のロール（６）の間の距離は、可能な限り短くなければならない。ロール（
６）の直径は、引き抜き空隙（４）内に幾つかのロール（６）を配置することができるよ
うな要領にて引き抜き空隙（４）の長さに対しある比となるように選ばれ、例えば、一側
部当たり及びキャリッジ当たり少なくとも３つ、好ましくは、５ないし２０のロール（６
）が配置されるようにする。ロールの数は、２列の設計の場合、これに相応して２倍とす
る。ロール（６）は、引き抜き空隙（４）の全長に亙って均一に配分されるよう配置され
る。ロール（６）が２列に配置される実施の形態（図３）が好ましい。この配置の結果、
１列の配置に向き合った接触点（８）の間の距離は半分となり、接触面、すなわち、接触
点（８）の数は、全体として増大する、すなわちほぼ２倍となる。２列は、周縁（１０）
の幅が可能な限り小さいままであるようにするため、互いに可能な限り近接するよう配置
する必要がある。
【００２０】
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　列（６）に配置されたロールがフィルムの前進方向（９）に対し平行に整合され且つ、
フィルムの周縁領域（１０）と接触し、フィルム（１）が貫通して進むとき、ロール（６
）がフィルムの前進方向（９）に向けて回転するような要領にて、２つのキャリッジ（５
ａ）、（５ｂ）は、フィルム（１）の上方及び下方にて引き抜き空隙（４）内に配置され
る。固定の効果が悪影響を受けることなく、ロールの平行な整合状態から±１０°までの
偏倚が可能である、すなわち、ロールはフィルムウェブに対して多少角度を成すように配
置することもできる。例えば、圧力ポンチ（７）のような相応する装置を２つのキャリッ
ジ（５ａ）、（５ｂ）に配置することにより、（６ａ）、（６ｂ）の上方及び下方に配置
されたロールから成る対のロールがフィルム（１）を半締め止めする、すなわち固定し、
長手方向への幅方向へのネッキングが全く生ぜず又は極く僅かだけ生ずるような要領にて
２つのキャリッジ（５ａ）、（５ｂ）の接触圧力を制御することができる。全体として、
フィルム幅は、本発明に従った長手方向引き抜きの間、長手方向に引き抜く前の当初の幅
と比較して、最大２０％、好ましくは、０ないし１５％、特に、２ないし１２％だけ減少
する。多数の対のロール（６ａ）、（６ｂ）の結果、特に、フィルム（１）が上側ロール
（６ａ）と下側ロール（６ｂ）との間に保持される、２列の場合、相応する数の接触点（
８）又は固定点が保証される。ロール（６）が小さければ小さい程、引き抜く間、引き抜
き空隙（４）の長さに亙って可能な限り均一な固定を保証する接触点（８）は益々、増大
する。構造的設計上の理由のため、ロール（６）の寸法の減少に関して限界があることは
言うまでもない。
【００２１】
　フィルムウェブ（１）は、上側キャリッジ（５ａ）及び下側キャリッジ（５ｂ）の対の
ロール（６ａ）、（６ｂ）によりその周縁領域（１０）内にて引き抜き空隙（４）の長さ
に亙って固定される。対のロール（６ａ）、（６ｂ）のロール（６）は、その直径がその
幅ｂgよりも全体として小さく、「ロール」という語の方が「ローラ」という語よりもこ
の要素をより正確に特徴付けるような要領にて寸法決めされる。しかし、適宜な寸法とさ
れたローラが等価的な目的を満足させることも可能である。一層優れた側方向固定状態を
実現するため、全ての幅の広いフィルムウェブを引き抜くべく、特に、かかる「ローラ」
が使用される。固定ロールの設計及び幅に依存して、フィルムロールの幅を亙って伸びる
ロールとフィルムの周縁との間の接触に起因して接触領域が生じる。本発明の意味に従い
、本明細書にて繰り返し言及した「接触点」は、ロール等の幅を亙って形成されるほぼラ
イン型式の接触領域をも含む。
【００２２】
　当業者は、要素の寸法、すなわちロールの直径及びロールの幅をフィルムウェブの厚さ
及び幅、引き抜き速度及び引き抜き倍数の数として、また、周縁領域の幅の関数として選
ぶであろう。ロール（６）の直径は、特に、引き抜き装置の寸法、特に、引き抜き空隙（
４）の寸法に依存する。引き抜き空隙（４）の長さと比較して、当業者は、接触点（８）
の数を最大にし得るよう可能な限り小さい直径を選ぶであろう。ロールの幅は、フィルム
（１）の厚さ及び幅並びに長手方向引き抜きのために加えるべき引き抜き力に依存する。
引き抜き力が大きければ大きい程、良好な固定状態を保証するための接触面積は益々、増
大する。当然に、ロール幅は、１列又は２列の設計が具体化されるかどうかにも依存する
。２列の実施の形態は、当然に、小さいロールを有する。フィルムウェブ幅自体は、材料
の型式及び所定の機械の寸法に依存し、従って広範囲内にて相違する可能性がある。一例
として、フィルムウェブ（１）は、５ｍ以下、好ましくは０．２ないし３ｍの幅を有する
であろう。引き抜き空隙（４）は可能な限り短くなければならない。
【００２３】
　フィルムの周縁（１０）を引き抜き空隙（４）の長さの全体に亙って均一に決定するこ
とを保証するため、ロール（６）を引き抜き空隙（４）の開始部分から終了部分まで配置
し、また、全てのロール（６）が同一の直径を有するようにする必要がある。勿論、この
場合、通常の製造許容公差により限界が課される。全体として、キャリッジ（５ａ）、（
５ｂ）内のロールの直径は、１０％以上互いに偏倚してはならない。このことは、ロール
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自体に及び施されるであろう被覆を含むロールの全体の直径の双方に当て嵌まる。
【００２４】
　基本的に、ロール（６）は、必要条件を満足させる任意の所望の材料又は材料複合体に
て形成することができる。表面は、フィルムウェブ（１）とロール表面との間に非滑り接
続部が促進されるような要領にて設計する必要がある。材料ウェブとロール表面との間の
相対的な動き（滑り）は回避すべきである。好ましくは、ロール（６）の表面には、滑り
を回避するのに必要な接着摩擦を保証するゴムカバー（例えば、ゴムリング、図９及び図
１０を比較）を設ける必要がある。一例として、表面は、例えば、銅のような特殊な金属
にて被覆してもよい。フィルムウェブに依存して、多岐に亙るロール型式の組み合わせ（
ゴム上金属）を採用することが考えられる。
【００２５】
　更なる実施の形態に従い、ロールの表面及び（又は）形態は、ロール－フィルム－ロー
ルの間の非滑り接続が更に向上するような要領にて設計される。この目的のため、所定輪
郭形状の表面を有するロールであること、すなわちロール表面の各々はロールの幅に亙っ
て均一に分配された凹状領域及び隆起領域を呈することが望ましいことが判明している。
これと同時に、これらの所定輪郭形状のロールは、下方のロールの隆起領域が頂部に配置
されたロールの凹状部分と対向し（又はその逆）、ロールに付与された接触圧力の下、こ
けらが互いに係合するような要領にてフィルムウェブの上方及び下方に配置される。その
結果、フィルムの周縁は、この所定輪郭形状部を起伏のある要領にて取り囲み、増大した
接触圧力を伴う接触面が形成される。その結果、フィルムの周縁領域に溝型パターンが形
成される。この周縁領域は、その後に接続されるから、この「変形」は、不利益ではない
。
【００２６】
　かかる実施の形態は、例えば、多数のＯリングにて被覆された固定ロールから成ってい
る。同様の効果は、金属又はゴムの厚いロール被覆を彫り込むことにより実現することも
可能である。１つの代替例として、ナブ型被覆をロール表面に施すこともできる。かかる
所定輪郭形状のロール表面の場合、ゴム又は合成樹脂表面とすることも好ましい。
【００２７】
　全体として、ロール（６）は、独立的な駆動装置を備えていない。これらのロールは、
前進するフィルムウェブ（１）を介して駆動され、また、引き抜きと共にフィルムウェブ
（１）のウェブ速度によって調節される周縁速度ＶRを有する。
【００２８】
　本発明に関する研究の範囲にて、引き抜き空隙（４）の全長に亙って変位した要領にて
選択的に所定輪郭形状とされ且つ、配置されたロール対（６ａ）、（６ｂ）により、フィ
ルムの周縁（１０）を均一に決定することが特に有益であることが判明した。理想的な場
合、双方のフィルム周縁は、一定の力にて引き抜き空隙（４）の長さに亙って連続的に保
持され、望ましくないネッキング及びその有害な効果を防止する必要がある。極めて小さ
い寸法の多数のロール（６）により決定に対する許容公差を可能な限り連続的に保ち、そ
の結果、近接して配置された多数の接触点（８）が生ずるようにする（図３）。ロール（
６）が小さければ小さい程、個々の接触点（８）（図４）の間の「自由なままである」領
域（１１）は益々、短くなる。しかし、極めて小さい多数のロール（６）となる結果、別
の問題点が生ずることが分かった。フィルム（１）は、全ての接触点又は接触領域（８）
にて同一の力にて固定することができない、すなわち、全てのロール（６）の均一な接触
圧力が常に得られるとは限らない。原理上、全てのロール（６ａ）、（６ｂ）を有するキ
ャリッジ（５ａ）／（５ｂ）の全体は、圧力シリンダ（７）を介してフィルム（１）に向
けて下方に又は上方に押され、原理上、全てのロール（６）は、同一の力にてフィルムに
及び（又は）互いに押されるが、ロールの直径の製造許容公差のため、また、例えば、ゴ
ム被覆のような施されたロール被覆の厚さが変化する結果、全ての接触圧力ロールが同一
の力にて互いに押し付けられるとは限らないことが分かった。その結果、フィルム（１）
は、全ての領域にて非滑り状態に把持されず、又は個々の接触点（８）における接触圧力
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は各ロール対（６ａ）、（６ｂ）に対して同一ではない（図５）。図６に従った好ましい
実施の形態の場合、この不利益な点は解消することが可能である。この実施の形態（図６
）において、ロールは、例えば、円筒状の摺動ボルト（１２）を介して堅固ではなく可撓
にキャリッジ（５）上に固定され、同時に、好ましくは、ばね式圧力要素に対して休止す
ることが好ましい。このばね式圧力要素は、最も簡単な場合、その下方にばねが配置され
た無頭ねじによって実現することができる。ロール（６）の可撓性又はばね式支持体（１
３）は、ロール（６）の全てがフィルムの周縁（１０）と非滑り式に接触するような程度
までキャリッジ（５）の全体をフィルム周縁の全体に押し付けることを許容する。個々の
ロール（６）の過大な直径は、今や、その結果、全てのロール（６）が同一の力にてフィ
ルム周縁（１０）に押し付けられるような程度まで（図６ａ）、ロールがキャリッジ（５
）の方向に向けてばね式に圧縮されることで補償することができる。
【００２９】
　図７ａ及び図８に従った更なる特に有益な実施の形態において、フィルム（１）の均一
な連続的な決定が引き抜き空隙（４）の全長に亙って一層良く保証されるような要領にて
キャリッジ（５）の設計が改変される。上述したように、引き抜き空隙（４）の長さに亙
って配置された多数の小さいロール（６）は、接触点（８）間の領域（１１）が可能な限
り小さいままであることを保証する。この措置にも拘らず、フィルム（１）が引き抜き空
隙（４）内に入り及び（又は）引き抜き空隙（４）から排出されるとき、「自由なままで
ある」比較的大きい領域（１４）を回避することはできないことが分かった。この問題点
は、固定ロールの対（６ａ）、（６ｂ）及び引き抜きローラ（２）／（３）の直径が異な
ることに起因する。引き抜き空隙（４）に入るとき、フィルム（１）は、遅い速度で回転
するローラ（２）上を案内され且つ、距離（１４´）の後にのみ、２つのキャリッジ（５
ａ）、（５ｂ）の第一の固定ロール対（６´ａ）、（６´ｂ）と合わさる。第一のロール
対（６´ａ）、（６´ｂ）が引き抜きローラ（２）に最大限、接近したしたときでさえ、
固定ロール（６´ａ）、（６´ｂ）及び引き抜きローラの直径が異なる結果として、空隙
（１４´）が残る（図７）から、この距離は、構造的設計の観点から回避することはでき
ない。このことは、同様の要領にて引き抜き空隙（４）から排出されるときにも当て嵌ま
る。フィルム（１）は、最後の固定されたロール対（６２ａ）、（６´´ｂ）から去り、
また、該フィルムが速い速度で回転する引き抜きローラ（３）と合わさる迄、自由なまま
である。これらの空隙（１４）の結果、入口及び排出領域内にて幅の減少を不満足な程度
にしか防止することができない結果となる。この不利益な効果は、キャリッジ（５ａ）、
（５ｂ）の更なる好ましい実施の形態によってのみ、解消することができる。
【００３０】
　図７ａに従ったキャリッジ（５）のこの好ましい設計の場合、入口及び排出領域内の第
一及び最後のロール対（６´ａ／６´´ａ）、（６´ｂ／６´´ｂ）は、その上をフィル
ム（１）が案内される摺動バー（１５）により補助を受ける。この摺動バー（１５）は、
固定ロール及び（又は）引き抜きローラの関連する形態の少なくとも一側部、好ましくは
、両側部又は両端（１６）にて調節され、摺動バー（１５）が関連する接触点（８）に向
けてテーパーが付けられ且つ（又は）アクセス点（１７）が一側部又は両側部に向けてテ
ーパーが付けられるようにする。その結果、フィルム（１）は、点（１７）にてローラ（
２）から去り且つ、フィルムは、最早、遅い速度で回転する引き抜きローラ（２）と接触
しなくなった後、直接、摺動バー（１５）の表面と合わさる。フィルム（１）は、該フィ
ルムが第一の固定ロール対（６´ａ）、（６´ｂ）により把持される迄、この摺動バー（
１５）上を進む。この要領にて、当初、自由のままであった領域（１４´）は、図７ａに
従って数ｍｍまで短くなる（１４´´´）。領域（１４´´´）は、摺動バー（１５）の
テーパー付きの一端（１６）と引き抜きローラ（２）の排出点（１７）との間の距離から
得られる。引き抜き領域の端部にも同様の要領にて同一のことが当て嵌まる。この場合、
摺動バーは、最後の固定ロール対（６´´ａ／６´´ｂ）の接触点（８）と速い速度で回
転する引き抜きローラ（３）のアクセス点（１７´´）との間の距離を架橋する。
【００３１】
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　摺動バー（１５）の表面は、適宜な被覆にて被覆されている。該被覆は、一方にて、フ
ィルム材料と向き合って十分な接着力を提出するが、これと同時に、フィルム（１）がこ
の表面上を摺動するのを許容する。例えば、研磨したステンレス鋼又は合成樹脂被覆が使
用される。摺動バー（１５）の領域内にてフィルム幅の固定化が特に効果的であるように
するため、対向するキャリッジは、この領域内にて追加的な固定ロール（１８）を呈し、
このため、フィルム（１）は、摺動バー（１５）と追加的なロール（１８）との間にて固
定され、その結果、この領域（図８）内での幅の減少は殆ど防止される。上述したのと同
一の要領にて、これらのロール（１８）は、好ましくは、ばね上に支持された要領にて摺
動バー（１５）に押し付けられて、制御され且つ、均一な接触圧力を形成する。
【００３２】
　フィルムウェブ（１）は、その周縁領域（１０）内にて、その上側及び下側キャリッジ
（５ａ）、（５ｂ）のロール対（６ａ）、（６ｂ）により長さ方向に引き抜かれる間、上
述した装置によって固定される。該ロール対は、必要であるならば、選択的に、摺動バー
（１５）及び追加的なロール（１８）と協働して、引き抜く間、フィルム（１）の幅が必
ずしも変更しないよう仕方にて変位した要領で、主要輪郭形状とされ且つ、配置される。
この目的のため、２つのキャリッジ（５ａ）、（５ｂ）は、上方及び下方からフィルム表
面に押し付けられ、相応するシリンダ（７）を介して接触圧力を制御することが可能であ
る。この目的のため、フィルムの周縁（１０）は、ロール対（６ａ）、（６ｂ）の間及び
（又は）摺動バー（１５）とロール（１８）との間にて、通常の幅ネッキング作用が効果
的に防止されるような要領にて締め止めされる。これと同時に、２つのキャリッジ対（５
ｂ）の自由に回転するロール（６）は、フィルムウェブ（１）が前進方向（９）に向けて
妨害されずに輸送されることを保証する。固定された周縁領域（１０）は、ウェブの全幅
と比較して通常、小さい。かかる周縁領域（１０）の正確な幅は、材料の型式及びウェブ
の全幅に依存する。全体として、周縁領域（１０）は、ウェブの外側領域であると理解す
べきである。該ウェブの外側領域は、共に、全幅の２０％を提供する、すなわち周縁領域
（１０）の各々は、フィルムウェブ（１）の全幅の１ないし１０％を提供する。フィルム
ウェブ（１）の各々は、前進方向（９）に対し平行に伸びる２つの周縁領域（１０）を有
することは言うまでもない。本明細書にて「周縁領域（１０）」に関する全てのデータは
、当然に同一の要領にて対向する周縁にも当て嵌まる。
【００３３】
　本発明の意味に従った長手方向とは、フィルムウェブ（１）が前進する方向である。こ
の方向は機械の前進方向とも称される。本発明の意味に従った横断方向とは、９０°の角
度の方向、すなわち機械の前進方向に対し横断する方向である。
【００３４】
　本発明に従った方法は、驚くべきことに、二軸配向フィルム、特に、それ以前に別個の
製造過程にて製造されたポリプロピレンフィルムの追加的な長手方向への引き抜きに極め
て良好に適している。すなわち、追加的に長手方向に引き抜くため、本発明に従った方法
は、オフラインにて作動されることが好ましい。同様の要領にて、成形したフィルムを引
き抜く装置はその製造後に使用される。成形したフィルムは、実質的に引き抜かない、す
なわち押出し成形後、フィルムはフィルムを引き抜くための追加的な措置が行われずに、
ローラから引き出される。別の可能な変形例において、長手方向引き抜きの間、幅維持装
置を「インライン」にて使用することも可能である。この場合、本発明に従った長手方向
引き抜き方法は、フィルムの製造方法と組み合わされ、そのときの要領は、本発明に従っ
た製造及び引き抜きが本発明に従った方法における１つの工程ステップを形成する過程中
の単一の連続的な工程にて、ネッキングを伴わずに、組み合わされるようなものとする。
以下に、本発明に従った方法の実施について、更に詳細に説明する。
【００３５】
　長手方向に引き抜くため、フィルムウェブ（１）は、必要であるならば、巻き戻し且つ
、少なくとも２つの被駆動引き抜きローラ（２）／（３）及び固定装置により本発明に従
った長手方向引き抜き装置まで進める。回転するローラ（２）／（３）の間にて、フィル
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ム（１）は、長手方向引き抜き比ｆにより引き抜かれ、また、この方法の間、同時に、上
述した装置により幅が固定される。引き抜きローラ（２）／（３）の速度は、ｖ１、ｖ２
である。速度は、一方にてフィルム（１）が工程を経て進む速度を決定し、他方にてフィ
ルムウェブ（１）の長手方向に加えられる引き抜き張力を決定する。この導入された引き
抜き張力を介して、成形したフィルム又はプレフィルムの配向又は既に二軸配向したフィ
ルム（１）の追加的な配向は長手方向に向けて生じる（追加的な長手方向引き抜き）。
【００３６】
長手方向引き抜き比ｆは、引き抜きローラ（２）／（３）とフィルム（１）とが非滑り接
触する場合、ローラ（３）、（２）の速度ｖ２、ｖ１の比からほぼ得られる。長手方向引
き抜き比ｆは、その他の条件の内、使用される開始材料に依存する。二軸配向フィルムを
追加的に長手方向に引き抜く場合、長手方向引き抜き係数は１ないし５、好ましくは、１
、２、３である。成形フィルム又はプレフィルムの場合、引き抜き係数は、２ないし７の
範囲、好ましくは、３ないし５の範囲にて変化する。引き抜く前、フィルムは、加熱した
ローラにより又は雰囲気加熱ボックスによって加熱する。引き抜き領域（１４）に到達し
たとき、フィルム（１）は、上昇温度ＴＳとなり、この温度にてフィルムは該当する引き
抜き比にて引き抜くことができる。原材料、フィルムの厚さ、引き抜き速度及び引き抜き
比に依存して、引き抜く間の温度ＴＳは、関係するポリマーの融点よりも５ないし４０℃
だけ低く、好ましくは、８０℃ないし１６０℃の範囲にあるものとする。引き抜き係数Ｆ
Ｓは、被駆動ローラ（２）とフィルム表面との間及び被駆動引き抜きローラ（３）の間の
非滑り接触（接着摩擦）により、フィルム（１）まで伝達される。この力の伝達は、小さ
い固定ロールが例えば、約５０ないし１００ショア硬度Ａのゴム硬度を持つゴム被覆を有
するならば、特に効果的である。
【００３７】
　必要であれば、引き抜き装置は、フィルム（１）と引き抜きローラ（２）／（３）との
間の非滑り接触を更に向上させることを目的とする機能を果たす追加的なニップローラを
保持するものとする。ニップローラは、第一の遅い速度で作動するローラ及び（又は）第
二のより速い速度で作動するローラ上に更に配置し且つ、それ自体にて駆動し又は駆動し
なくてもよい。フィルム（１）は、該フィルムが引き抜きローラ（２）／（３）の表面に
て平坦に位置し、また、良好な非滑り接触状態が保証されるような要領にて両側部が引き
抜きローラ（２）／（３）及びニップローラにより把持される。
【００３８】
　本発明に従った方法におけるフィルムウェブ（１）のウェブ速度ｖFは、所望の加工速
度によって決まる。通常のウェブ速度は、材料の型式に依存して、１ないし１５００ｍ／
分、好ましくは、５ないし１０００ｍ／分の程度となる。熱可塑性ポリマーのフィルムの
場合、一般に、１０ないし５００ｍ／分の速度が使用される。
【００３９】
　本発明に従った長手方向引き抜きの後、フィルムは、通常の方法にて縁縫いして且つ巻
き取る。全体として、フィルムは、該当する周縁領域の幅によって縁縫いされる。個々の
場合、追加的な長手方向引き抜きは、例えば、コロナ又はフレーム又はプラズマによる表
面処理のような更なる加工ステップと組み合わせることができる。
【００４０】
　追加的な長手方向引き抜きのための本発明に従った方法は、基本的に、合成樹脂、特に
、熱可塑性合成樹脂で出来た全てのフィルムに適している。熱可塑性合成樹脂のフィルム
は、例えば、ポリエステルとし、また、ポリエチレン、ポリプロピレン、サイクロオレフ
ィン、ポリカーボネート、ポリアミド等のようなポリオレフィンのフィルムである。かか
るフィルムは、単一プライ又は多数プライ構造を有することができる。この方法は、特に
、５ないし１００μｍ、好ましくは、２ないし８０μｍの厚さを有する上述した材料の二
軸配向引き抜きフィルムウェブに適している。特に、２０ないし１００μｍの厚さを有す
る二軸引抜きポリプロピレンフィルム、又は＞５０μｍ、特に８０ないし２００μｍの厚
さを有する非引き抜きポリプロピレン成形フィルムであることが好ましい。ポリプロピレ



(11) JP 4840817 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

ンフィルムは、全体として、例えば、ポリプロピレン－エチレン共重合体又はエチレン－
プロピレン－ブチレン三重ポリマー又はこれらのポリプロピレンポリマーの混合体を層又
は複数の層に含むようなプロピレンホモポリマー又はプロピレン混合ポリマーを保持する
。混合したポリマー中のモノマーの比率は、重量比にて１ないし１０％に達する。これら
のプロピレンポリマーは、通常、ＰＰ及びＰＰ成形フィルムの双方にて使用される。
【００４１】
　全体として、二軸引抜きフィルムは、製造中、３ないし７の係数にて長手方向に引き抜
かれ、また、５ないし１０の係数にて横断方向に引き抜かれる。基本的に、単一プライ及
び複数プライの実施の形態の双方に対して追加的な長手方向引き抜きを行うことができる
。このような二軸引抜きポリプロピレンフィルム及びその製造方法並びにそれらの組成は
、当該技術分野の当業者に既知である。
【００４２】
　本発明の方法に従って引き抜いた成形フィルム又はプレフィルムの場合、厚さは、全体
として、２０ないし５００μｍ、好ましくは、３０ないし２００μｍの範囲にある。これ
らの厚さのデータは、当然に、これらのフィルムが該方法に従って長手方向に引き抜かれ
る前のフィルムの厚さに関するものである。
【００４３】
　本発明に従った方法は、製造方法の一体的な部分とし（長手方向へのインライン引抜き
）又は好ましくは、フィルムの製造及び巻き取りの後、別個の工程ステップにて実行する
ことができる。
【００４４】
　基本的に、二軸引抜き開始材料は、通常の既知のフィルム製造方法に従って製造するこ
とができる。全体として、順序的な長手方向／横断方向引き抜きを伴なう平坦なフィルム
法であることが好ましい。原理上、フィルムの開始材料は、二重泡法によって製造するこ
ともできる。かかる方法は、現在の技術にて既知であり、多数の特許明細書に及び専門文
献に詳細に記載されている。同様に、成形フィルムを製造する方法も当該技術分野の知識
の一部である。
【００４５】
　本発明は、長手方向に引き抜かれたフィルムを固定する簡単な方法を提供する。このよ
うにして、幅方向のネッキングが防止され、横断方向への収縮特性を良好に制御すること
ができる。本発明に従った方法は、極めて大きい長手方向収縮率を有し、また、これと同
時に、横断方向への優れた寸法的安定性を維持することができるフィルムを製造すること
を許容する。その結果、該方法に従って製造された製品は、円筒状容器、成形物品又は使
用物品の周囲に付される汎用レベルとして優れた要領にて使用することができる。
実験例１：
　二軸引抜きポリプロピレンフィルムは、幅出し機（stenter）法に従って製造したもの
である。フィルムは、ポリプロピレンから単一プライにて構成され、また、７５μｍの厚
さを有するものとした。フィルムは、その製造中、５倍、長手方向に引き抜き、また、９
倍、横断方向に引き抜いた。引き抜いた後、フィルムの固定及びその後続の巻き取りを行
った。このようにして製造したフィルムは、循環空気加熱炉内にて１３０℃／５分で両方
向に３％以下の収縮率を示した。
【００４６】
　このフィルムは、請求項１の方法に従って長手方向に引き抜いた。フィルムの幅は、追
加的な長手方向引き抜きの前、約４９０ｍｍであった。追加的な長手方向引き抜きは、約
１００ないし１２０℃の温度及び２．１の引き抜き係数にて行った。フィルムは、引き抜
く間、双方の周縁領域内にてキャリッジ（５ａ及び５ｂ）への接触加圧によって固定した
。
【００４７】
　この要領にて、約４００ｍｍの非縁縫い幅を有するフィルムウェブが得られた。このフ
ィルムは、１３０℃／５分にて約３０％の長手方向収縮率の値及び望ましくない１．５％
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の横断方向収縮率（膨張）を示した。
実験例２：
　幅出し機法に従い二軸引抜きポリプロピレンフィルムを製造した。フィルムは、ポリプ
ロピレンから３プライにて構成し、６１μｍの厚さを有するものとした。基部層は、実質
的にプロピレンホモポリマーから成るものとした。約１μｍの厚さを有する両側部におけ
る頂部被覆の各々は、実質的に重量比にて約４．５％のエチレン含有率を有するプロピレ
ン－エチレン共重合体から成るものとした。フィルムは、その製造中、長手方向に５倍、
引き抜き且つ横断方向に９倍、引き抜いた。引き抜いた後、フィルムを固定し、その後に
巻き付けた。このようにして製造されたフィルムは、循環空気加熱炉内にて１３０℃／５
分で両方向に約３％の収縮率を示した。
【００４８】
　このフィルムは、請求項１の方法に従って追加的に長手方向に引き抜いた。追加的に長
手方向に引き抜く前、フィルムの幅は、約５８０ｍｍであった。追加的な長手方向引き抜
きは、約９０ないし１１０℃の温度及び１．３の引き抜き係数にて行った。フィルムは、
引き抜く間、両周縁領域内にてキャリッジ（５ａ、５ｂ）を接触加圧させることにより、
固定した。この例により、２つのキャリッジは、各場合（図９ａ、図９ｂ）にて４つのＯ
リングにて覆った所定輪郭形状の固定ロールを呈した。キャリッジは、互いに向き合って
フィルムウェブの下方及び上方に配置し、上側キャリッジの凹部は、下側キャリッジの隆
起領域に対面し、フィルムは、追加的な長手方向引き抜きの後、周縁領域内にて溝型パタ
ーンを呈するようにした。
【００４９】
　この要領にて、４８μｍの厚さ及び約５７５ｍｍの非縁縫い幅を有するフィルムウェブ
が得られた。フィルムは、１３０℃／５分で約２４．５％の長手方向収縮率の値及び０．
４％の望ましくない横断方向収縮（膨張）率の値を示す。
実施例３：
　非引き抜き３プライポリプロピレンの成形フィルムは、スリットダイを通して押出し成
形機に進めることにより、通常の成形法に従って製造した。フィルムは、３プライとし且
つ、約１５０μｍの厚さを有するものとした。頂部層は、各々約３０μｍの厚さであり且
つ、重量比にて実質的に約２％のエチレン含有量のプロピレン－エチレン共重合体から成
るものとした。基部被覆は、重量比にて４５％のポリプロピレンホモポリマーと、重量比
にて５５％の頂部層のプロピレン共重合体との混合体から成るものとした。フィルムは、
製造する間、引き抜かなかった。このようにして製造されたフィルムは、循環空気加熱炉
内にて１５０℃／５分で両方向に約０．５％の収縮率を示した。
【００５０】
　このフィルムは、請求項１の方法に従って長手方向に引き抜いた。長手方向に引き抜く
前のフィルムの幅は、約５８０ｍｍであった。追加的な長手方向引き抜きは、約１１８℃
の温度及び３．２の引き抜き係数にて行った。フィルムは、引き抜く間、キャリッジ（５
ａ）及び（５ｂ）を両周縁領域内にて接触加圧させることにより固定した。この例におい
て、２つのキャリッジは、各場合にて４つのＯリング（図９ａ、図９ｂ）にて被覆された
所定輪郭形状の固定ロールを呈した。キャリッジは、各々が向き合って、上側キャリッジ
の凹部が下側キャリッジの隆起領域と対向する位置に配置され、フィルムは周縁領域内に
て長手方向に引き抜いた後、溝型パターンを呈するような要領にてフィルムウェブの下方
及び上方に配置した。
【００５１】
　このようにして、４７μｍの厚さ及び約５７０ｍｍの非縁縫い幅を有するフィルムウェ
ブが得られた。このフィルムは、１３０℃／５分で約２７％の長手方向に収縮率の値及び
０．２％の好ましくない横断方向収縮（膨張）率を呈した。
収縮率の測定：
　長手方向及び横断方向への収縮率の値は、収縮工程前のフィルムのそれぞれの長さＬｏ
、Ｑｏに関する。試験試料は、循環空気加熱炉内で５分間、１３０℃の温度にて収縮させ
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初の長さとして決定された長さの変化は、長手方向及び横断方向への収縮率として表現さ
れる。
【００５２】
　長手方向収縮：Ｌｓ＝（Ｌｏ－Ｌ1）／Ｌｏ
　横断方向収縮：Ｑｓ＝（Ｑｏ－Ｑ1）／Ｑｏ
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明のフィルムウェブ（１）を長手方向に引き抜く装置の側面図である。
【図２】図１の装置において固定ロールが一列の場合の平面図である。
【図３】図１の装置において固定ロールが二列の場合の平面図である。
【図４】図4ａは図１の装置において固定ロールの直径が比較的大きい場合の部分側面図
であり、図4ｂは同装置において固定ロールの直径が比較的小さい場合の部分側面図であ
る。
【図５】図１の装置において固定ロールの直径交差が異なる場合の側面図である。
【図６】図６は図１の装置において上下の固定ロール間の距離を調節し得る装置の側面図
であり、図６ａは上下の固定ロールがばねによりフィルムに圧接した装置の側面図である
。
【図７】図７は図１の装置において自由領域が形成される場合の側面図であり、図７ａは
摺動バーにより自由領域が無くなった装置の側面図である。
【図８】図８は摺動バーを用いた図７ａの装置の変形例である。
【図９】図９ａは図１の装置において固定ロールの外周にＯリングを設けた状態の側面図
、図９ｂは同縦断側面図である。
【図１０】図１の装置において固定ロールの外周にＯリングを設けたときフィルムを送る
状態を示す側面図である。
【図１】 【図２】
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【図４ｂ】 【図５】
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【図６】 【図６ａ】

【図７】 【図７ａ】
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【図８】 【図９ａ】

【図９ｂ】 【図１０】
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